
1/2 

横浜市下水道条例施行規則（昭和48年６月横浜市規則第103号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

（排水設備の計画の確認の申請書等） （排水設備の計画の確認の申請書等）  

第８条 （第１項及び第２項省略） 第８条 （第１項及び第２項省略）  

（新設） ３ 第１項の規定による申請書（これに添付

する図面等を含む。以下この項において同

じ。）の提出は、申請書が電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。）をもって作成されてい

る場合には、市長の定める電子情報処理組

織を使用して行うことができる。 

電子情報処

理組織を使

用する申請

を可能とす

るため改正 

３ 市長は、条例第４条の確認をしたときは、

第１項の申請書の副本に所要の事項を記載

したものを申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、条例第４条の確認をしたときは、

第１項の申請書の副本に所要の事項を記載

したものを申請者に交付するものとする。

ただし、前項に規定する場合にあっては、

同項の電子情報処理組織を使用して副本に

記載すべき事項を通知するものとする。 

電子情報処

理組織を使

用する申請

の手続内容

を追加する

ため改正 

第34号様式 説明書（第42条） 

別紙のとおり 

第34号様式 説明書（第42条） 

 別紙のとおり 

同上 
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第 34 号様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行 改正後 


